
   甲賀市看護職員等家賃補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、看護職員等の確保及び継続就労を促すため、他市区町村より

転入し、市内の病院等で就労する者が居住する民間賃貸住宅又は社宅等の家賃の

一部に対し予算の範囲内において交付する看護職員等家賃補助金（以下「補助金」

という。）について、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、

甲賀市行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政

サービス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規則第１６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 病院等 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定

する病院及び同条第２項に規定する診療所をいう。 

 （２） 看護職員等 病院等に勤務し、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律

第２０３号）第２条に規定する保健師、同法第３条に規定する助産師及び同法

第５条に規定する看護師をいう。 

 （３） 民間賃貸住宅 看護職員等が自己の居住の用に供するために住宅の所有

者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるもの

を除く。 

  ア 公営住宅及び雇用促進住宅 

  イ 看護職員等の１親等の親族が所有している住宅 

 （４） 社宅等 病院等が勤務する看護職員等の居住の用に供するために提供す

る住宅のうち、居住する看護職員等に家賃の負担が生じるものをいう。 

 （５） 家賃 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約に定められた賃借料（共益費、管

理費、駐車場使用料その他の居住以外の費用（以下「共益費等」という。）を

除く。）又は社宅等に居住する看護職員等が住居費として病院等に支払う費用

（共益費等を除く。）の月額をいう。 

 （６） 正職員 正規雇用の者であって、雇用期間を限定することなく雇用され

ている者をいう。 



 （７） 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全て

の手当等の月額をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 第５条に規定する申請の日時点において、本市の住民基本台帳に記録さ

れている者（外国籍の者にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第３０条の４５の表の上欄に掲げる者の区分が特別永住者又は中長期在留

者であり、かつ、在留資格が永住者と記録されている者）であること。ただし、

令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間に他市区町村から本市に転

入し、引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。 

 （２） 市内に所在する病院等に採用され、令和５年４月１日から令和８年３月

３１日の間に就労を開始した看護職員等で、正職員として勤務している者であ

ること。 

 （３） 賃貸借契約を締結し市内の民間賃貸住宅に居住している、又は社宅等に

居住していること。ただし、市内へ転入してから、民間賃貸住宅又は社宅等以

外の住居に居住していないこと。 

 （４） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。）の滞納がないこと。 

 （５） 家賃について、この告示に基づく補助金とは別に県又は本市の補助金等

の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の月額は、家賃の月額から当該家賃に係る住宅手当及びその他の補

助制度等の補助額を差し引いた額の２分の１の額（その額に、１，０００円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）又は２万円のいずれか少ない額と

する。 

２ 前項の補助金は、補助対象者１人当たり最大２４月分とする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、看護職

員等家賃補助金交付申請兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 



 （１） 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し又は社宅等に居住している事実及び

家賃の額が確認できる書類の写し 

 （２） 家賃の支払いを証明する書類（通帳の写し等） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、毎年１月３１日までに前年の１月から１２月までの分について

行うものとする。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

交付の可否を決定し、看護職員等家賃補助金交付決定等兼額の確定通知書（様式

第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第７条 前条の規定により交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、看護職員等家賃補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければな

らない。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

 （補助金の返還等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （１） 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 （２） 法令又はこの告示に違反したとき。 

 （３） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   付 則 

 この告示は、令和５年６月１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 


